
 

 

土 砂 災 害 へ の 対 応 計 画 

平成２７年３月４日 青梅市立成木小学校 

１ 本校の後背地の特徴 

本校の後背地には、傾度３０度以上で標高差が数十メートル以上（基準は高さ５メートル以上）の急傾斜面がある。土砂災害防止法による調査で、

地形的に急傾斜地崩壊（崖崩れ）等の可能性が高い箇所として、本校校地及び校舎が警戒区域にかかっている。 

２ 土砂災害への対応計画 

平常時 大雨等により土砂災害の危険性が高まった時 大雨や土砂災害等の警戒警報が発令された時 

児童・保護者・教職員への周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係各機関との連携により、情報の収集と判断 

 

 

 

危険場所への立入り禁止や安全地への避難誘導 

 

 

 

。 

本校の校地・校舎が、「警

戒区域」にかかっていること

を説明する。 

土砂災害防止法について

や、「警戒区域」の指定の内

容について、周知を図る。 

 

教職員⇒職員会議などを通じ

て。 

児 童⇒避難訓練や児童朝会

などを通じて。 

保護者⇒学校教育説明会、保護

者会、学校通信などを

通じて。 

土砂災害対策の危険性の高い校地への教職

員・児童・関係者の立入りを禁止する。 

校舎内も警戒区域に含まれているので、校舎

上階の教室を生徒の一時待機場所とする。 

市教育委員会や市防災課と連絡を取り合い、

必要に応じて、児童・生徒の帰宅や広域避難場

所への避難誘導を開始する。 

 

校長または校長が指定した教職員が、市教育委員会や

市防災課と連絡を取り合い、児童の避難・誘導場所と安

全対策についての市の見解を確認する。 

同様に、成木小学童クラブ、成木地区市民センター、

青梅市立第七中学校、成木保育園、青梅市立第七小学校

などと連絡を取り合い、情報収集に努める。 

必要に応じて判断内容と発信時期の共通化を図る。 

 

児童が在校中⇒早期帰宅、翌日の遅れ登校あるいは休

校等の判断を行う。 

児童が在宅中⇒待機、遅れ登校あるいは休校等の判断

を行う。 

保護者⇒一斉メールか文書で発信する。 

教職員⇒電話継送で伝達する。 

児童在校中⇒天候によって校舎内待機か早期下校

かを判断し、安全であれば非常時下

校体制のもと、教職員の引率で早期

下校。 

児童在宅中⇒待機、遅れ登校あるいは休校等の判

断を発信する。 

 
保護者⇒一斉メールか文書で発信する。 

教職員⇒電話継送で伝達する 


